
















■ 「給与収入計算書」（様式3)での年額の算出は、社会保険料等が控除された振込額ではなく、総支給額（支払総恕0で

算出してください。

ただし、総支給額（支払総恕0に非課税分（交通費等）が含まれている場合は、総支給額（支払総額）から除いて算出
してください。

△注意⑧

■ 今年に入り母親が自営業を始めたためまだ税の申告をしていないなど、 開業したばかりで収人が確定していない場合は、
渾業収入申告書（証明）」 （様式5)および帳簿のコピー （直近3か月分）を提出してください。

開業してから3ヶ月に満たない場合は、 開業した日以降の分で構いません。

帳簿のコピー （直近3ヶ月）は債且総額〕と頃潰総額〕が記載されているものを提出してください。

■ 母が最近個人事業を開始し自営業ではなく法人となる場合（＝法人経営として給与所得がある場合）は、源泉徴収票では
なく「給与収入計算書」 （様式3)および給与明細書のコピー （直近3か月分）、 または会社が発行する年収見込証明書

を提出してください。

※年収見込証明書の様式は出願様式4のほか、 様式４と同様の内容が記載されている勤務先が作成した様式を使用して
も構いません。
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